
水道管洗管作業のため 濁り水 と 断水 にご注意ください
　次の日程で水道管の洗管作業を行います。作業中、濁り水、水圧低下、断水等が予想されますので、
できるだけ水の使用を控えるようお願いします。作業当日は、昼間広報車で巡回しお知らせします。

５月 26 日（月）

午後 10 時

～

翌朝５時

西部工業団地・梅ヶ枝町・西町・西小路・南小路（国道 112
号西側）・ 北小路（国道 112 号西側、石子沢川南側）

５月 28 日（水） いずみ・あおば・桜町・北小路（石子沢川北側）　

５月 29 日（木） 元町・上町・新町・中町・新田町（旧国道沿い）・南小路（国
道 112 号西側）・北小路（国道 112 号東側）・達磨寺・向新田 

６月　２日（月） 川端・下川・三軒屋・落合・旭町・文新田・柳町・新田町（新
堀川東側）・中原団地・広瀬団地

６月　３日（火） 金沢・岡・小塩

　 　　　　　※お問い合わせ先　最上川中部水道企業団工務係　☎６６２ - ２１６３

水彩画教室参加者募集
●期　日　６月４日（水）、６月18日（水）
　　　　　７月２日（水）、７月16日（水）　
●時　間　午後１時～３時
●場　所　初回６月４日（水）は中央公民館　
●対象者　初心者（どなたでも）
●参加費　２，０００円／月（材料費別）
●指導者　秋葉昭男先生
　
　※お申込み・お問い合わせ先　
　　　　中山総合スポーツクラブ
　　　　　☎080 - ６0４５ - ６６２0

健康・いきがい・仲間づくりしませんか？

『中山いきいき教室』参加者募集

●開催日　６月～平成27年３月（年間8回）
●日　時　今後の「お知らせ版」に掲載します

【午前の部】全員参加　午前10時～2時間程度　
講演会・交通安全教室・映写会など

【午後の部】希望者のみ参加　午後1時～２時
間程度　民謡・グラウンドゴルフ・民舞・い
きいきクラブ（簡単な体操、ゲーム等）の
クラブ活動を予定

　※教室の内容は変更となる場合があります。
●対　象　町内在住の方
●参加費　年間500円
●申込み　老人クラブに入会している方は申込

書に年会費を添え、各地区の老人クラブ会長
に提出してください。老人クラブに入会して
いない方は、中央公民館にある申込書に年会
費を添えて５月17日（土）～６月４日（水）
まで、申し込んでください。

※お問い合わせ先
　　教育課生涯学習Ｇ　☎６６２ - ２２３５

ほんわ館 第２回読書会
　課題作品を読んで集まり、感想や気になった
こと、作者などについて自由におしゃべりする
気楽な読書会です。今回の課題作品はフランツ・
カフカ『変身』です。
●日時　５月31日（土）午後４時～
●場所　ほんわ館２階研修室
※お問い合わせ先　

教育課生涯学習G　☎６６２ - ２２３５

 町野球連盟への
平成26年度登録を受け付けます

　中山町野球連盟では「町民野球大会」な
どを開催し、野球の技術向上や普及、会員
の交流をめざしています。
　町民野球大会に出場するためには、毎年、
同連盟への登録が必要です。(町民野球大会
は「中山・山辺町長杯争奪野球大会」の選
考を兼ねた大会です。）

●手続き　中央公民館に準備してある登
録用紙に必要事項を記入し、登録料５，
000円を添えて、５月30日(金)まで提
出してください。

※お問い合わせ先
　教育課生涯学習Ｇ　☎６６２ - ２２8９

ひまわりグラウンドゴルフ場予約状況
【 5月15日～6月14日(4/30現在)】

期　日 使用コース 時　間　帯
５/17（土) Ａ・Ｅ・Ｆコース 8：30～17：00
５/20（火) Ａ・Ｂ・Ｃコース 8：30～16：00
５/29（木）Ｃコース 8：30～12：00
６/ ４（水）Ｆコース 8：30～16：00
６/ ６（金）Ａ・Ｂコース 8：30～16：00
６/ ７（土）Ｂ・Ｃコース 8：30～13：00
６/ ８（日）Ｃコース 9：00～13：00
６/ ８（日）Ａ・Ｂコース 8：00～17：00
６/10（火）Ａ・Ｂ・Ｃコース 8：30～16：00
６/14（土）Ｄ・Ｅ・Ｆコース 6：00～17：00
●上記のコースが大会などで独占して使用されます

ので、一般の方の使用ができません。
●独占使用の申請受付けは、使用日の１ヶ月前で終

了します。
　※ご予約・お問い合わせ先

総合体育館　☎６６２ - ２３00

平成26年４月１日から
印紙税法が改正されています

◆「領収証」等の非課税範囲の拡大
　これまで、記載された受取金額が３万円
未満のものが非課税とされていましたが、
４月１日以降、非課税範囲が受取金額５万
円未満のものまでに拡大されました。

◆「不動産譲渡契約書」や「建設工事請負契
約書」の印紙税軽減措置の延長及び拡充
　軽減期間が延長されるとともに、契約金
額が１千万円超のものに適用されていた軽
減範囲及び税額が、４月１日以降、１千万
円以下の一部にも拡大され、１千万円超の
ものは更に軽減されました。

※その他、詳細は国税庁ホームページ（www.
　nta.go.jp）をご覧ください。

消費生活の窓口から　　
携帯電話やスマートフォンに振り回される生活になっていませんか？

　県内の県立高校１年生を対象に実施したスマートフォンに関するアンケート調査結果で、約75％
の生徒にスマホ依存傾向があるとわかり、自由回答の「困ったこと」として、「学習時間、睡眠の減少」

「人間関係のトラブルに発展」「個人情報の流出」等があったとの報告がありました。
　スマートフォンはルールを決め上手に賢く使いこなし、家族や友だちと実際に過ごす時間を大切
にしましょう。　　　　　　　　

以下のチェック項目で３つ以上あてはまれば危険信号です！
□誰かと会話中や食事中、勉強中（仕事中）でもケータイやスマホをチェックすることがある
□ケータイやスマホを深夜まで使い続け、寝不足が続くことがある
□ケータイやスマホを忘れたら、遅刻しそうになっても取りに戻る
□ソーシャルメディアにアクセスしないと、仲間外れになるのではないかと不安になる
□メールの返信やラインへのメッセージが10分以上ないと不安になる
□よく会う友だちより、ソーシャルメディアでの友だちの方が多い
□ソーシャルメディアやメールのやりとりが原因で、実際の友だちと仲が悪くなったことがある
　　※ソーシャルメディア：ネット上で情報発信やコミュニケーションができるウェブサービス　　
　　　（フェイスブック、ツイッター、LINE等）

※お問い合わせ先　中山町消費生活相談窓口　☎６６２ - ２５９３

中山町観光ガイド募集
　中山町観光ガイドひまわり会では中山町へ
の観光客をもてなし、魅力的な情報を提供し
ていただけるガイドを募集しています。
　活動は無償で、不定期のものとなります。
　（年会費１，０００円。昼食、交通費等支給。
　　会員ジャンパー等貸与）
※お問い合わせ先
　中山町観光ガイドひまわり会事務局
　　（中山町観光協会事務局内）　
　　　　　　　　　　　☎６６２ - ２１１４

無料法律相談所
　あなたの悩み、心配ごとに柿崎弁護士が助
言します。気軽に相談してください。
●日時　５月28日(水)午後１時30分～４時
●場所　保健福祉センター２階研修室　
●相談内容　財産・相続・土地・金銭・家族

問題など
●事前に電話予約が必要です。(先着５組まで)
　※予約受付・お問い合わせ先　　　　
　　　社会福祉協議会　☎６６２ - ４３６１
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